
 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
一
般
財
団
法
人
広
島
県
森
林
整
備
・
農
業
振
興
財
団
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の

申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
計
画
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、
広
島
県
知
事
に
対
し
、
理

由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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林
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平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
十
二
日
ま
で 


